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２０１４年１１月２６日 

－神奈川の現状と課題－ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日のプレゼンテーションは、人口減少社会への対応についてです。わが国の人口減少の問題は、何十年も前から認識されていましたが、2009年に国内の総人口が戦後初めて減少に転じたことなどから、にわかに政治問題として注目されるようになってきました。このあとのパネルディスカッションでは専門家の皆様をパネリストにお迎えして自治体や企業の採るべき対応策についてお話をいただくことになっておりますが、その前に、私からは、私ども政策研究・大学連携センターが行った、首都圏にある神奈川県としての視点で現状と課題についての調査報告をさせていただきます。
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本日の報告内容の概要 

１．県内の現状と課題 ⇒他人事ではない 

「東京圏一極集中」の恩恵を受けている当県でも大きな課題 

２．少子化(出生数の減少)の背景分析 ⇒色々な要因が影響 

長時間労働、不安定な雇用基盤、待機児童、晩婚化等が複合 

３．少子化の対応策の方向性 ⇒特効薬はない 

｢未婚率引下げ｣と｢既婚者の出生率引上げ｣を！ 
｢住民の奪い合い｣だけでは少子化は解決しない 
コンパクトなまちづくり・より広域的な連携 

４．地域間の比較 ⇒地域を問わず対応すべき 

地方創生もさることながら、人口減少対策としてみれば 
この首都圏での少子化対応が非常に重要 2 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは、本日予定しているプレゼンテーションの概要です。初めに、人口を巡る本県の現状と課題です。いわゆる東京圏一極集中の恩恵を受け、人口はなお増加を続けていますが、数年後には、出口の見えない人口減少の時代が到来することになります。次に、人口減少をもたらす少子化の背景を分析します。少子化は多くの要因が複合して起きていると考えられます。３番目に少子化の対応策の方向性です。結論としては、特効薬はありません、ということなのですが、自然増、社会増、適応策の方向性について説明します。最後に地域間の比較を行いながら、人口減少対策としてみれば首都圏での少子化対応が重要であることを確認します。



図表１:高齢化 vs.人口減少 

  人口減少 
 

・「絶対数」の問題 
 

 （死亡数＞出生数） 
 

・左記の問題に拍車 
 

・活力低下、自治体の消失 
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  高 齢 化 
 

・人口構成上の問題 
 

 （生産年齢人口比率の低下） 
 

・社会保障費増、税収減少 

・社会資本維持負担の増嵩 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
少し前まで人口の問題は、高齢化問題として受け止められてきました。今は、ずばり、人口減少問題と言われます。高齢化は、人口構成のバランスが崩れることで、社会を支える世代の過重負担や社会に支えられる世代との間の負担の公平性が大きな問題でした。一方、人口減少は、絶対数の問題です。人口減少により高齢化に伴う諸問題に拍車がかかり、過去の負債の返済や社会資本の維持のための負担がそれだけ重くのしかかってきます。それとともに生産や消費が落ち込むことで、社会の活力も失われ、自治体の消失も現実味を帯びてきています。



        
 
 
 
 
 

 図表２:人口減少対策とは 
 
 
 

  自然減＝死亡数  －  出生数 
 

   （高齢化）  （少子化） 
 

      ⇒死亡数は政策的に制御困難 
 

  社会減＝転出数  －  転入数 
 

    （東京一極集中等） 
 

     ⇒社会増減は全国計ではほぼゼロ 
 
 

⇒人口減少対策で一番注力すべきは、出生数を増加させること 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
人口減少対策は、自然減と社会減の２つの視点で考える必要があります。自然減というのは、いうまでもなく、死亡数が出生数を上回ることをいいます。また、社会減というのは、転出者数が転入者数より多くなることです。外国からの人口流入がほとんどない日本では、社会増減の、全国の合計は常にほぼゼロです。死亡数を政策的に制御するのは困難ですから、人口減少対策で一番重要なのは、出生数を増加させることです。



   
 
 
【１．県内の現状と課題】 
 

図表３:当県は「東京圏一極集中」の恩恵を受け、人口全体は増加 
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平成22年国勢調査より作成 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この図は、都道府県別に見た５年間の人口増減率です。全国的には、0.2％の増加となっているものの、増加したのは、８都府県のみでした。増加地域が複数まとまっているのは東京都を中心とした首都圏のみです。「東京圏への過度な一極集中」を課題とみて、その是正がさまざまな所で話題となっていますが、人口の点でいえば、神奈川県は東京一極集中の恩恵を受けて、人口が順調に増えてきた地域であるので、そのことに留意しながら、この神奈川県の今後の対策について議論していく必要があります。この点は、埼玉県・千葉県も同様であろうと思います。
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図表４:しかし今後人口は着実に減少する(自然減のインパクトが大きい) 
 
 
  神奈川県内人口増減率の 
実績と推計 

% 
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 国勢調査実績:2010年、904万人 
 
 低位推計:2015年、908.3万人でピーク 
 中位推計:2018年、913.4万人でピーク 
 高位推計:2020年、920.7万人でピーク 
 
(低位推計:2019年、903.1万人でピーク) 
 
 

(県政策局作成) 

総人口の推計 

前回推計 
 

低位推計 
 

中位推計 
 

高位推計 
 

実績 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このように、これまで増加の一途を続けてきた神奈川県ではありますが、2015年頃から自然増減がマイナスに転ずることから、県内人口は２０１８年頃をピークに確実に減少していく見込みです。すなわち人口減少社会の到来は首都圏にある神奈川県にとっても他人事ではなく、足許で起こりつつある問題です。



   
図表５:県内では、概ね郡部から都市部へ人口ピークが順に到来 
 

人口ピークの到来年（県内市町村） 

実績は国勢調査、推計は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」 7 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
県内を市町村別に見ると、実は人口減少は近未来の話ではありません。すでに多くの市町村で人口減少が起きています。地図をみると、黒と濃い緑色の部分は既に人口がピークを過ぎている地域です。これから人口がピークを迎えるのは川崎市などごくわずかです。川崎市は２０３０年がピークですが、ほとんどの市町村が2015年までにピークを迎えると推計されています。



図表６:県内でも、地域によって事情は大きく異なる 
 

日本創成会議の消滅可能性自治体に９市町村が該当 
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凡例 

  
2010年→2040年に 

人口増 

  

 
その他 

 
 

  
消滅可能性自治体

（１万人以上） 

  
消滅可能性自治体

（1万人未満） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
人口減少の課題といいましても、神奈川県内を細かく見ると地域によって事情は大きく異なります。今年５月に日本創成会議が発表して大きな話題となりました消滅可能性都市、私どもは消滅可能性自治体と呼びますが、県内でも９市町村が消滅可能性があるとされています。先ほどご覧いただいた人口ピークの到来が早い地域が概ね「消滅可能性自治体」にあたります。このように一口に首都圏、神奈川県と言っても市町村や地域によって人口減少のテンポや深刻度合いが大きく異なることから（アニメーション）、政策対応においても、その地域の事情に応じて考えていく必要があります。



  
 
 
 
 

図表７:出生数  ――  出生率は全国より低く、出生数も微減傾向 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは全国と比較した出生率と出生数の推移です。右のグラフをご覧ください。先ほど人口減少対策で一番注力すべきは出生数を増加させることと言いましたが、出生数は、神奈川県でも残念ながらわずかに減少する傾向が長く続いています。左のグラフをご覧ください。出生率でみると、神奈川県は全国を下回っており、これを早期に引き上げる必要があります。



図表８:神奈川を含む都市部（首都圏、関西圏）の出生率は低い 

合計特殊出生率（都道府県） 

厚生労働省「平成22年人口動態調査」より作成 

⇒少子化・人口減少は、当県にとっても深刻な問題 10 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この図は、合計特殊出生率を都道府県別に示したものです。全体としては南が高く、北が低い傾向にありますが、その中で神奈川県を含め、首都圏と関西圏では、著しく低くなっています。以上見てきたように、神奈川県にとって、首都圏にとって、人口の減少は既に大きな問題となっています。出生率を引き上げることは容易ではなく、また、仮に出生率が上がったとしても、人口総数の面で効果が表れるのに時間がかかることからしますと、急いで対応していかなければいけない深刻な問題となっているのです。



１９７０年頃 ２０１０年頃

2.1 既婚者の平均出生率 ③既婚者の平均出生率低下
2.0

1.9 女性全体の平均出生率

1.8 1.8 既婚者の平均出生率 ×

1.7 1.7 ×

1.6 1.6 ×
1.5 1.5 ×

1.4 1.4 女性全体の平均出生率 ×

1.3 1.3 ×
1.2 1.2 ×
1.1 1.1 ×
1.0 1.0 ×
0.9 0.9 ×
0.8 0.8 ×
0.7 0.7 ×
0.6 0.6 ×
0.5 0.5 ×
0.4 0.4 ×
0.3 0.3 ×

0.2 未 0.2 ×
0.1 婚 0.1 ×

10 10

②未婚率の上昇↑ ⇒

①出産適齢期の女性の減少 ⇒

既婚 既婚
未婚

90 60 30

   
 

【２．少子化（出生数の減少）の背景分析 】【①直接的要因】 

図表９:少子化の直接的要因は３つに分解可能 

（イメージ図） 

  【３要因】 
 
 

①出産適齢期の 

 女性の数の 
 減少 
 
 

②未婚率の上昇 

③  既婚女性の 
 平均出生率の 
 低下 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて、ここからは、少子化、すなわち出生数の減少の要因について整理していきます。出生数の減少は、スライドの左にある３要因が組み合わさって起こっているといえます。（アニメーション）まず、①出産適齢期の女性が減ってきています。右のイメージ図で見ますと、1970年には１００人いたのが、９０人になりました。２つ目は、②未婚率が上昇して結婚している女性が減っています。未婚率１０％で１００人のうち９０人が結婚していたのに、未婚率が１／３になって、結婚している人が６０人になりました。そして、③既婚女性の出生率も下がっています。図では四角形の高さが低くなっています。そうしますと、生まれてくる子供の数は四角形の面積に当たりますので、グッと小さくなっています。この後、この３要因について、現実の数字などにより順次確認していきます。（アニメーション）



  
 
 
  
図表10:出産適齢期の「既婚女性＊」の数は大幅に減少 
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12 ＊統計調査上「有配偶」とされているものを、 
 「既婚」と表現しています。 

百万人 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
はじめに、①女性数の減少と②未婚率の上昇についてです。このグラフは、全国で見た出産適齢期と考えられる20から39歳の女性の数と既婚女性数などを示しています。青い棒は女性の絶対数で、これが近年は減少しています。そして、未婚率の上昇つまり既婚率の低下に伴い、既婚女性数、緑の棒グラフですが、ご覧のように大幅に減少しています。
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図表11:既婚率が低い(未婚率の高い)先では、概ね出生率も低い 
 
  合計特殊出生率と既婚率(東京23区、神奈川･千葉･埼玉県内の市町村) 

⇒何よりも｢②未婚率の上昇(=既婚率の低下)｣を改善する必要 
平成22年国勢調査、厚生労働省「平成22年人口動態統計」 
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川崎市 横浜市 

千葉市 

さいたま市 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このグラフは、20から39歳の女性の既婚率と合計特殊出生率の関係を首都圏の市区町村をサンプルとしてプロットしたものです。既婚率が低い所は、出生率も低いことがおわかりいただけると思います。先ほどのグラフとともに、少子化対策には特に婚姻率の向上が重要なわけです。



 ⇒「③  低い既婚女性の出生率」も大幅引上げを目指すべき 
 
                                                                         厚生労働省「平成22年人口動態統計」 

  
 
 
図表12:｢③既婚女性の出生率｣は、十分な水準に回復していない 
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＊2010年時点では「生涯出生数」は確定していないので、 
 将来的には若干上昇する可能性がある。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて少子化の直接的な要因の３つ目、既婚女性の出生率については、右のグラフの点線のように回復傾向にありますが、左のグラフの点線でわかるように、1950年生まれ、現在６０歳代の方は生涯2.2人産んでいたのに、1970年生まれ、現在４０歳代の方は1.9人に下がっている。つまり左右両方を合わせて見ると、既婚女性の出生率は回復傾向にあるものの、出生数の水準はなお低いということです。



   
 
 
【②複合的要因】 

 
図表13:｢②未婚率上昇｣｢③既婚者の出生率低下｣には複合的要因が影響 

  少子化の諸要因 
 
 
 O マクロ経済環境 
 
 Ⅰ日本的雇用慣行 
 
 Ⅱ雇用・経済基盤 

高学歴化 

Ⅳ晩婚化・晩産化 Ⅳ 晩婚化・晩産化、非婚化 

共働きの出産・育児が困難 

 O   経済の長期停滞 
 
Ⅰ  長時間労働 
 
   時間・場所の自由度の低さ 
     ＋ 

  サービス産業化の進展 
 
 
Ⅱ  正規雇用の収入低下 
 
 年収の低い非正規雇用の増加 
 
 
 
       ＋ 

核家族化 Ⅲ子育て･両立環境  Ⅲ待機児童等 Ⅲ 子育ての経済的負担 

 産み・育てる子ども数の抑制 
 

⇒上記諸要因を同時並行的に改善していく必要がある 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この図は、出生数の減少について、その背景となっている社会的要因まで踏み込んで図式化したものです。出生数の減少には、大きく左側の０からローマ数字Ⅳまでのような要因があるものと考えています。すなわち経済の長期低迷やサービス産業化などのマクロ経済環境、長時間労働が当然のようになっている等の日本的雇用慣行、収入の低下や非正規雇用の拡大に見られる雇用経済基盤の弱さ、子育てと仕事との両立環境が整っていないこと、そして高学歴化も合わさって生じている晩婚化・晩産化です。これらの要因は、大きく（アニメーション）時間がないという話と（アニメーション）お金がないという話に分けられます。（アニメーション）《フローをもう一度説明すること》以下、ⅠからⅣまでの要因について、それぞれ説明します。
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【Ⅰ．日本的雇用慣行】(長時間労働、労働時間や場所の自由度の低さ、年功序列等) 

  

図表14:日本の労働時間は長い     (特に 30～40 代の男性正規雇用者) 

６歳未満児を持つ男性有業者の勤務時間 
（平日休日含む平均） 

時間 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
はじめに、「時間がない」の主因とも言える日本的雇用慣行ですが、労働時間について国際比較してみました。具体的には、６歳未満児を持つ男性有業者の休日を含めた時間の使い方です。よく知られているように、日本人男性の仕事時間の長さと家事育児時間の短さはこれらの国の中でも際立っています。



図表15:平均通勤時間―当県は都内に通勤する人も多く、一番長い 

雇用者平均通勤時間（分、都道府県） 

国土交通省「平成20年住宅・土地統計調査」より作成 

⇒【働き方の多様化】（ 時間や場所の自由度の高い働き方） 
   を実現し、子どもを産み育てやすい環境を整備すべき 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
労働に費やす時間が長い日本の中でも神奈川県は、通勤時間が長いという問題があります。平均通勤時間４９分は、全国一です。神奈川県はとりわけ実質的な労働時間を短縮する必要性が高いことになります。



     
 
 
 
 
【Ⅱ．雇用基盤・経済基盤】 

 図表16:正規社員の「期待年収」は大きく低下 
 
   世代別にみた実質賃金（継続勤務者、全国） 
  (20～24 歳＝100) 
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厚生労働省「平成23年労働経済白書」 

生まれ年 
 
 60年代前半 
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 80年代前半 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、「お金がない」話をします。Ⅱ　雇用基盤・経済基盤の問題ですが、このグラフのとおり、正規社員同士を比べても1970年代以降に生まれた４０代前半以下の若い世代の実質賃金はかなり下がっています。現在50歳くらいの人は初任給の３倍もらっているのに、いまのトレンドが続くと30歳くらいの人は正社員でも、50歳になる頃は、初任給の２倍くらいにしかなりません。それだけ期待年収も下がっているということになります。



10% 
 

 0% 

    
 
 
 
 

図表17:景気低迷及び産業のサービス化から非正規雇用が増加 
  非正規比率の推移（全国） 

 60% 
 

 50% 
 

 40% 
 

 30% 
 

 20% 

1985 90 95 2000 05 10 

男性 女性 

総務省「労働力調査」、厚生労働省「平成25年労働経済白書」 19 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
加えて、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員等の非正規雇用の比率が高まっています。男性は雇用者の３割近くが非正規になっており、女性は既に雇用者の過半数に達しています。
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図表18:非正規社員は雇用が不安定な上、年収は低いまま 
 
   正規・非正規雇用の賃金カーブ（一般労働者、全国） 
  
     
 
 

    

厚生労働省「平成22年賃金構造基本統計調査」、「平成23年労働経済白書」 

(万円／月） 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
正規と非正規は何が違うのかということですが、非正規では年齢を重ねても給料が増えません。正規社員と非正規社員の収入の差は、年齢とともに大きくなります。



図表19:男性では非正規雇用の未婚率が特に高い 
 

就労形態別・配偶者のいる割合（男性、全国） 
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 ⇒未婚率引下げのためには、【Ⅱ．雇用・経済基盤】の改善は重要  
 
                                                                                 総務省「平成24年就業構造基本調査」 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
男性の正規と正規以外とでは、婚姻率に大きな差があります。30から34歳で正規だと６割なのに非正規では３割以下。（アニメーション）就労形態による雇用の安定性や収入の差が婚姻率に影響していることがうかがわれます。
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⇒【Ⅲ．子育て・両立支援】は引続き注力すべき 

神奈川県県民局「平成25年度版神奈川県子ども・子育て支援白書」 

    
【Ⅲ．子育て・両立環境の厳しさ】 

 

 図表20:待機児童問題などは未解決 
 
  待機児童数と保育所定員の推移（神奈川） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、子育て環境・仕事との両立環境の厳しさについては、よく知られていますが、一例として待機児童数を示します。このグラフは、左の棒グラフで待機児童数、右の折れ線グラフで保育所定員数の推移を示しています。定員数の増加にも関わらず、政令市・中核市以外の市町村を中心に待機児童数は、なかなか０になりません。



厚生労働省「平成22年度出生に関する統計」 
23 

      
【Ⅳ．晩婚化・晩産化】 

 図表21:晩婚化・晩産化も進展 
 
    妻の平均初婚年齢・第一子出産年齢の推移（全国） 
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30  
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出産年齢（第一子） 平均初婚年齢（妻） 

歳 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、晩婚化・晩産化についてです。結婚年齢の上昇とともに、第一子出産年齢も上昇し、今や平均は３０歳近くになっています。



結婚年齢（妻）と結婚10年経過時の子どもの数 
 2.5 
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図表22:晩婚化・晩産化は「③既婚女性の出生率低下」をもたらす 

20～ 
24歳 

25～ 
29歳 

30～ 
34歳 

35～ 
39歳 

⇒｢医学的な妊娠・出産適齢期｣と｢実際の出産時期｣とのずれが拡大 
 

⇒【Ⅳ．晩婚化・晩産化】自体の改善も、少子化対策として重要 
 
 
   
           厚生労働省「平成22年人口動態統計」 

           国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査（夫婦調査）2010年」 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このように結婚年齢が上昇すると、出産する子ども数が少なくなります。35～39歳で結婚すると、女性が産む子どもは１人が平均値です。医学的には、20代後半の方がはるかに妊娠しやすく、健康な赤ちゃんに恵まれる確率も高いと言われています。また、20代後半から産み始めれば、30代までに子どもを２人、３人持つ可能性も高くなります。しかし、現実には晩婚化が進んでおり、先ほど見たように平均的には29歳くらいで結婚して30歳くらいに第一子を産むようになっています。こうなると子どもの数も２人、３人というわけにはいきません。晩産化、即ち、実際の出産時期ないしは出産しようとする時期が医学的な妊娠・出産適齢期より遅くなっていることが出生率低下の原因の一つになっているといえます。



     
 
 
 
 
 
【３．少子化の対応策の方向性】 
 

 図表23:対応策は多岐に亘るが、特効薬はない 
 
 
        対応策の柱の整理 

   ０．経済政策・産業政策 

Ⅰ．働き方の多様化 
 
Ⅱ．雇用・経済基盤の改善 
 
Ⅲ．子育て・両立支援 
 
Ⅳ．結婚・妊娠・出産支援 
 
 
Ⅴ．定住促進策 

【地域の魅力を向上させる】 
 
 
③人口減少を前提とする         Ⅵ．適応策 
【効率的な行政サービス提供等】 

④女性･高齢者活躍支援 Ⅶ．女性のｷｬﾘｱ形成支援 
 
Ⅷ．高齢者労働力の活用 

労働力減少 

①自然減を喰い止める 
 
 
 
【少子化そのものを反転させる】 
 
 
 
 
②社会増をもたらす 

  少子化 
 
 
要因の整理 
 ①直接的要因 
 ②複合的要因 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上のような現状と課題の分析から少子化への対応策を、自然減を食い止める、社会増をもたらす、人口減少を前提とする、女性・高齢者の活用という４つの方向でローマ数字のⅠからⅧまでの８つの柱に整理してみました。《ⅠからⅧを読むこと》



  
 
 
 
 
 
図表24:自然減を喰い止めるための施策例 

長時間労働是正、テレワーク 
 
正社員の雇用条件の多様化 
 
 
就業支援、転職市場活性化 
 
正規雇用転換等、処遇格差是正 
 
待機児童解消、保育人材確保育成 
 
育児休業拡充、経済的支援 
 
 
妊娠適齢期にかかる知識普及 
 
人生設計教育、婚活支援 

Ⅰ．働き方の多様化 
 
 
 
 
 

Ⅱ．雇用・経済基盤の改善 
 
 
 
 

Ⅲ．子育て・両立支援 
 
 
 
 

Ⅳ．結婚・妊娠・出産支援 

⇒自治体、企業、教育現場等、多様な主体が協力すべき 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて、このうちの最初の４つは、自然減を食い止める策ですが、Ⅰの働き方の多様化では、長時間労働の是正が大変重要だと考えています。長時間労働がなくなれば、その時間を育児などに振り向けることができるようになります。これは女性の働き方の問題だと思われるかもしれませんが、そうではなく、男女双方の問題です。男性の長時間労働がなくなり、子どもを迎えに行ったり、もっと育児を担ったりできるようになれば、夫婦で協力して、安心して子どもを生み育てることができます。次に、テレワークとありますが、１００％のテレワークということではなく、会社へ行く日数を減らすことで、通勤に要する時間を減らすといった形での導入が効果的だと考えられます。テレワークも活用しながら働く時間を柔軟にすることで、仕事を一時的に中断して育児に充てることもしやすくなります。また、正社員の雇用条件の多様化は、Ⅱの処遇格差の是正にもつながりますが、正社員か、勤務条件の悪い非正規社員かの選択肢しかないと、子供を産み育てるために正社員の地位を捨てることが大きな負担となります。一時的に勤務時間を短くしたり、遠方への転勤や出張をしなくてもよくすることができ、将来は再び元の働き方にもどれるようになっていれば、子育てとの両立がしやすくなります。このように日本的雇用慣行を改めることでずいぶん産み育てやすい社会になっていくと考えられます。Ⅱの雇用・経済基盤の改善は、雇用が安定し、経済的な見通しが立てば、婚姻率も上昇するし、産み育てる子どもの数も増やせます。非正規労働の処遇改善などは非常に大事です。Ⅲ、Ⅳについては、国や自治体によってすでに多くの取組が行われていますが、必要な分野への支援を充実していくことが自然減の食い止めに有効だと考えられます。特に若者への人生設計の教育や先ほど述べた妊娠適齢期に関する医学的知識の普及が大変重要だと考えています。



図表25:既婚女性の労働力率を上げながら出生率を上げることは可能 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
人口減少が避けられない中で、経済的な活力を維持するためには、今後の活用の余地を残している女性の労働力率の向上が不可欠です。しかし、労働力率が高まることで出生率が下がってしまっては人口減少対策になりません。このグラフは、各都道府県をサンプルに、既婚女性の労働力率と出生率の状況をプロットしたものです。他県の状況を見ますと、首都圏でも工夫次第では女性の労働力率と出生率を同時に引き上げることも可能であろうと考えられます。



図表26:｢Ⅴ．定住促進策」－「②社会増を目指す施策」－ の柱 

Ⅴ 定住促進策（定住先としての魅力向上） 

１．直接支援策 
・    小児医療費助成 
・    住宅政策 
・    家賃・住宅助成金 

２．魅力向上策 
 ・    住環境向上 

O    交通基盤整備 

O    多世代近居のまちづくり 
O    商店街活性化 
・    広告宣伝・イメージ戦略 

⇒単純な｢近隣から人を呼び込む｣政策はゼロサムである点に留意すべき 

⇒魅力向上策が自然増につながるよう工夫する必要 28 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このように自然増を目指すのが本来の「人口減少対策」であり、国・県・市町村・企業・住民が一致協力して進めるべきものです。一方、これは効果が出るまでに大変時間がかかるものです。個々の市町村にとってみれば、自治体内に住む人々がどんどん減っていっては困るという事情もある中、短期的には定住促進策も対応策として取らざるを得ない。しかし、冒頭に述べたように、社会増をみんなが目指したところで国全体でみて人が増えるわけではなく、ゼロサムです。単純に住民を取り合っていては意味がありません。そうではなく、定住促進策については、インフラ整備を含め、町の魅力を向上させるためのいろいろな施策を進めていくことが、住みやすい、育てやすいまちづくりにつながり、引いてはどこの市町でも出生率が上がる形になるようにしていくことが大事です。



・ 
・ 

年金支給年齢の引き上げ等 
その他財政再建策 

自治体：経済・財政規模・社会の縮小に対応した運営 

・ 
・ 
・ 

コンパクトなまちづくり、空き家対策 
広域連携の強化 
公有資産マネジメントの推進 

企業：高齢者中心の市場・社会に対応した経営 

  ・ 自治体による地域企業の成長支援を含む 

⇒適応策を効果的に進め、効率的な行政サービス提供を目指すべき 
  

    
 
 
 
 
 
図表27:「Ⅵ．適応策」－「③人口減少を前提とする施策」－の柱 
 
 

 Ⅶ   適応策 
  国：経済・財政規模・社会の縮小に対応した運営 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上のように、自然増を目指しながらもその効果が出るまでは短期的には定住促進策－社会増をめざす策－を取る必要があると述べましたが、そうしていても向こう数十年は日本全体では確実に人口は減っていきます。したがってそうして自然増、社会増をめざす施策を講じていくとともに、人口減少を前提とする施策－我々は適応策と呼んでいますが－も不可欠です。自治体としては財政規模を含めて社会の縮小に対応した形で、コンパクトなまちづくりなどが必要です。また、企業には市場の変化に対応した経営が求められます。



  
 
 
図表28:「より広域的な連携」(０.産業政策、Ⅴ.定住促進策、Ⅵ.適応策) 
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施策の主な性格 施策内容 中心自治体 

  産業政策  県西地域の活性化（観光情報を共通化して提供等）  小田原市ほか 

  定住促進策 

 共同空き家バンクの整備  秩父市 

 ファミリーサポートセンター事業の共同実施  高松市 

 消費生活相談の事例・ノウハウの共有  稚内市 

  適応策 

 公共施設の適正配置  浜松市 

 中心市・市町村間の路線バス等の接続調整  鹿屋市 

 子育て支援センターの相互利用  山形市 

⇒近隣市町村で効果的に連携して、地域全体の発展を目指すべき  
⇒住民も「フルセットの行政サービス享受」からの発想の転換が必要 
  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こうした自然増、定住促進策、適応策という切り口とは若干異なりますが、市町村間の広域的な連携も大事になります。人口減少対策は一つの自治体ではやりきれません。産業活性化も近隣の市町村と力を合わせていく必要があるでしょう。また、定住促進策も然りです。一緒になって空き家対策をしていくなど協力していく必要があります。また、行政コストを削減する観点からは、複数の市町村で公共施設を共同運営するなど、行政の境界を超えて一緒に効率的に行政を運営していくことが重要です。即ち、近隣市町村が効果的に連携して、地域全体の発展を目指すべきであり、住民も「フルセットの行政サービス享受」から発想転換が必要です。



【４．地域間の比較】 

人口の地域間移動と自然増減への影響 

（注）｢地方創生・総合戦略骨子｣(平成26年11月6日)｢Ⅰ．基本的視点｣より 

「地方への新しい人の流れをつくるため、地方での就労や人材の確保育成、地方 
への移住・定着を促進。」 
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「地方創生」により、首都圏から地方に人口が移動する

こと（注）が提起されているが、地方への移住は、「少子

化対策」として効果的か。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここで、ちょっと視点を変えて、人口減少対策として政府などで検討されている首都圏から地方への人口移動という政策が少子化対策としてどれほどの効果があるか検討してみました。
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図表29:東京23区－既婚率が非常に低いことから出生率は相当低い 
 
   合計特殊出生率と既婚率( 東京23区、３県主要都市 )  
  

⇒全国的にみても東京 23 区が出生率の相当低い地域であることは確か 
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川崎市 横浜市 
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さいたま市 

東京２３区 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは先ほどもご覧いただいた既婚率と合計特殊出生率を縦横にしたグラフですが、東京２３区は区ごとに■で示しています。２３区は、総じて既婚率が低いことを主因に、出生率も大変低くなっており、神奈川・千葉・埼玉３県の政令指定都市などと比べてもかけ離れた位置にあるのがわかると思います。全国的にみても東京 23 区は出生率の相当低い地域であることは確かです。



⇒地方都市を有効な「ダム」にするためには、出生率の大幅引き上げが必要 
⇒出生数の改善には、多くの人口を抱える首都圏の出生率を上げること 
 が重要 
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図表30:地方都市―合計特殊出生率(1.1～1.7)は決して高い水準ではない 
 
 合計特殊出生率と既婚率(地方都市、３県主要都市、東京23区) 

さいたま市 

 函館市 

札幌市 

佐世保市 
福山市 

    
横浜市 

平成22年国勢調査、厚生労働省「平成22年人口動態調査」より作成 
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太田市 

相模原市 

川崎市 

千葉市 

仙台市 

東京２３区平均 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ところで、「地方創生」の議論の中で、地方から首都圏への人の流れを反転させながら、地方に人口をプールさせるための「ダム機能」を地方の中心的な都市に持たせようとする主張が聞かれます。しかし、このグラフに表れているとおり、地方都市の出生率は1.1から1.7の間にあり、２３区を除く、首都圏の大都市とさほど変わりありません。つまり、少子化の解決策としての人口移動を考えても、地方都市と３県の大都市とは受入れ先として効果はほぼ同様ということです。大切なのは、首都圏においても、地方においても出生率を大幅に改善する必要があるということです。ここまで率について見てきましたが、出生数について全国的なスケールで考えれば、人口の多くを占める首都圏の出生率を上げることが重要です。



少子化の解決策  地方創生と首都圏 
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１ 東京２３区から地方への人口移動は、少子化の解 
 決策としてそれなりに効果が期待される。 
２ 一方、神奈川・千葉・埼玉の３県からの移動は、 
 さほど効果的ではない。 
３ 結局、少子化を解決するためには、全国的に出生 
 率を引き上げる必要がある。 
４ 特に、人口のボリュームの大きい首都圏で出生率 
 を引き上げることは、日本全体の少子化の解決策と 
 して極めて重要。 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上見てきたように、少子化の解決策として、東京２３区から地方への人口移動は、それなりに意味がありますが、神奈川・千葉・埼玉の３県については、出生率が地方都市と同レベルであり、さほど効果的ではありません。ここで申し上げたいことは、地域経済の活性化による「地方創生」の取組みは、それはそれで大切な政策でありますが、日本全体の少子化を解決していく上では、全国津々浦々で出生率を上げることが大切であり、なかでも人口のボリュームの大きい首都圏で出生率を上げることこそが日本全体の少子化対策の最重要な課題であるということです。我々首都圏に住む人間としてはそこを肝に銘じて、真剣にこの問題に取り組んでいくことが必要だと思います。以上で、私からの報告は終了です。
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